
令和６年度 障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内       

 障害者を５人以上雇用する事業所は、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活

相談員を選任することが法律により義務付けられています。 

原則として高知県内の事業所に勤務する、障害者職業生活相談員に選任される（予定も含む）方。 

 ※個人によるお申し込みはできません 

 ※受講決定は先着順ではありません（所定の優先順にて決定します） 

 ※受講決定者には、8月下旬に受講決定通知書の発送予定です 

受 講 対 象   

開 催 日 程   

開催回 開催日時   定員 申込締切日 

１ 

令和６年１０月 １日（火）  ９：００～１６：４５  

２０ 

８月２３日（金） 

令和６年１０月 ２日（水）  ９：００～１４：１０  

令和６年１０月 ２日（水） １４：１０～１６：３０ ※任意受講科目 

２ 

令和６年１０月２８日（月）  ９：００～１６：３０  

２０ 令和６年１０月２９日（火）  ９：００～１４：１０  

令和６年１０月２９日（火） １４：１０～１６：３０ ※任意受講科目 

開 催 場 所       ポリテクセンター高知（高知職業能力開発促進センター） 

         ※駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご利用にご協力ください 

           ※とさでん交通「桟橋通四丁目」で下車、西へ徒歩３分 

※修了には必ず２日間の受講が必要です 

※任意受講科目（意見交換会）は、修了要件には含まれません 

申込み・問合わせ先  「郵送」または「FAX」で下記連絡先までお申し込みください。 

 

  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部 

 高齢・障害者業務課（ TEL：088-837-1160 FAX：088-837-1163 ） 

  〒780-8010 高知市桟橋通四丁目１５－６８（ポリテクセンター高知内） 
高知支部 検索 

 詳細は 

こちらから 


